
「地域生活支援拠点等」の機能を担う事業所の届出について（ご案内） 

 

令和３年４月より、伊勢崎市において、国が示す障害（児）福祉計画の基本指針に基づき、

障害児者の重度化・高齢化や「親なき後」といった問題を見据え、地域生活支援拠点等（以

下、「拠点等」という）を整備いたしました。 

拠点等は、地域における生活の安心感を担保すること、さらに、施設や親元から地域への

移行をしやすくする支援の提供体制を整備すること等を目的とし、５つの機能（相談、緊急

時の受入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくり）を備える

べきとされています。 

伊勢崎市では、既に「専門的人材の確保・養成」及び「地域の体制づくり」の機能を伊勢崎

市障害者基幹相談支援センター（以下、「基幹」という）が部分的に担っていることから、重

要度が高いと考える「相談」、「緊急時の受け入れ・対応」及び「体験の機会・場」の機能につ

いて優先的に整備いたしました。 

つきましては、拠点等に係る機能の一部を担う事業所（以下、「拠点等事業所」という）は、

運営規程に各種機能を実施することを規定し、拠点等事業所としての届出をお願いいたしま

す。 

また、拠点等事業所である旨を県に届け出ていただくことで、拠点等に係る加算の算定が

可能となります。 

 

１ 拠点等に係る機能 

（１）相談機能 

   緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時（２４時間）の連

絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーデ

ィネートや相談その他必要な支援を行う機能 

（２）緊急時の受入れ・対応機能 

事前に把握・登録している緊急時に支援が見込めない世帯において、介護者の急病や

障害者の状態変化等のやむを得ない理由による緊急時に、相談機能を担うコーディネー

ターと連携し、短期入所等の障害福祉サービスを迅速・適切に提供する機能 

（３）体験の機会・場機能 

地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助又は日中活動系サービス

等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能 

（４）専門的人材の確保・養成機能 

   医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対し

て、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成

を行う機能 



（５）地域の体制づくり機能 

   基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等を活用し

てコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確

保や、地域社会資源の連携の構築等を行う機能 

※ この（４）、（５）の機能については、基幹が部分的に担ってはおりますが、十分に整備

されている訳ではないため、優先的に整備を進めた３つの機能に併せて機能の充実化を

図っていきます。 

 

２ 認定手続きについて 

  以下の流れに沿って手続きをしてください。 

（１）拠点等の機能を担う事業所は、前項に掲げる各種機能のうち実施する機能に係る内容

を運営規程に規定してください。 

（２）下記の届出書類を伊勢崎市障害者センターに提出してください。 

① 地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書 

② 変更後の運営規程の写し 

  ※ 指定特定相談支援事業所については、障害者総合支援法第５１条の２５第３項

の規定に基づく変更の届出が必要となります。 

（３）届出書類を受理後、伊勢崎市地域生活支援拠点等認定事業所登録名簿に登載し、認定

完了となります。 

※ 届出受付時、必要に応じて受領印押印後の届出書の写しを事業所に渡す。 

（４）手続きにおける留意事項 

① 拠点等に係る加算を算定する場合は、市が（３）の登録名簿に登載している必要があ

りますので、必ず市に届け出た上で変更後の運営規程及びその他必要書類を群馬県の

担当課へ提出してください。提出書類に関することは群馬県担当課へ確認してくださ

い。 

② 相談機能については、緊急時の支援が見込めない世帯の事前把握・登録、常時の連 

絡体制の確保及び支援等が必要となり、現実的に指定特定相談支援事業所が当該機能

を担うことは困難であると考えるため、原則、基幹が担うものとします。ただし、常時

（24 時間）の連絡体制の確保及び支援が可能であり、基幹と連携することで当該機能

を担うことが可能と市が認めた場合はその限りではありません。事前にご相談くださ

い。 

 

 

 

 

 



３ 拠点等に係る加算 

（１）相談機能及び地域の体制づくりの機能の強化に対する加算 

① 地域生活支援拠点等相談強化加算 ７００単位／回 

※短期入所事業所への受入れ実績（回数）に応じて、月４回を限度に加算。 

 

（２）緊急時の受入れ・対応の機能の強化に対する加算 

① イ 緊急短期入所受入加算（Ⅰ） １８０単位／日 

ロ 緊急短期入所受入加算（Ⅱ） ２７０単位／日 

※居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所を緊急に行っ

た場合に、当該指定短期入所を行った日から起算して７日（利用者の日常生活上の

世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合にあっては１４日）を限度と

して、当該緊急利用者のみに対して加算する。 

② 定員超過特例加算 ５０単位／日 

※緊急利用者を受入れ、かつ、運営規程に定める利用定員を上回る利用者に指定短期

入所等を行った場合に、利用者全員につき算定。 

③ 地域生活支援拠点等に係る加算 １００単位／日 

※拠点等を担う短期入所事業所について、指定短期入所等を行った場合に、利用を開 

始した日に加算する。重度障害者等包括支援で実施する短期入所を含む。 

※緊急時の受入れに限らず加算する。 

④ 緊急時対応加算 １００単位／回 ＋５０単位／回（拠点等の場合）  

※居宅介護等の計画に位置付けられていない居宅介護等を利用者又はその家族から

要請を受けてから２４時間以内に行った場合に月２回を限度として加算する。 

※対象は、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援 

⑤ 緊急時支援加算（Ⅰ） ７１１単位／日 ＋５０単位／日（拠点等の場合） 

※緊急時において、利用者又はその家族等からの要請に基づき、深夜（午後１０時か

ら午前６時）に速やかに利用者の居宅等への訪問や一時的な滞在による支援を行っ

た場合に加算する。 

※対象は、自立生活援助。 

⑥ 緊急時支援費（Ⅰ） ７１２単位／日 ＋５０単位／日（拠点等の場合） 

※指定地域定着支援事業者が、地域相談支援給付決定障害者に対して、利用者の障害

の特性に起因して生じた緊急事態において、利用者又はその家族からの要請に基づ

き、速やかに利用者の居宅等への訪問又は一時的な滞在による支援を行った場合

に、一日につき算定する。 

※ （２）の①及び②に係る各加算については、拠点等の機能を「担う」・「担わない」で

加算の算定の可否を分けることはしない。 

    



（３）体験の機会・場の機能の強化に対する加算 

① 体験利用支援加算（日中活動系サービス） 

初日から５日目まで   ５００単位／日 ＋５０単位／日（拠点等の場合） 

６日目から１５日目まで ２５０単位／日 ＋５０単位／日（拠点等の場合） 

※障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に、１５日以内に限り算定 

※日中活動系サービスのうち対象は生活介護、自立訓練（機能・生活）、就労移行支

援、就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）。 

② 体験利用加算（地域移行支援）      

初日から５日目まで   ５００単位／日 ＋５０単位／日（拠点等の場合） 

   ６日目から１５日目まで ２５０単位／日 ＋５０単位／日（拠点等の場合） 

※障害福祉サービス事業の体験的な利用支援を行った場合に、１５日以内に限り算

定。 

③ 体験宿泊加算（地域移行支援）       

イ 体験宿泊加算（Ⅰ）３００単位／日 ＋５０単位／日（拠点等の場合） 

 ・一人暮らしに向けた体験的な宿泊支援を行った場合 

   ロ 体験宿泊加算（Ⅱ）７００単位／日 ＋５０単位／日（拠点等の場合） 

    ・夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な見守り等の支援を行い、一人暮らし

に向けた体験的な宿泊支援を行った場合 

※一人暮らしに向けた体験的な宿泊支援を行った場合に、（Ⅰ）及び（Ⅱ）を合計し

て１５日以内に限り算定。 

④ 体験宿泊支援加算（施設入所支援） １２０単位／日  

※施設利用者の体験宿泊を支援した場合に算定 

 

（４）専門的人材の確保・養成の機能の強化 

① 重度障害者支援加算 

  イ （体制加算） ７単位／日 

・強度行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者を配置した場合 

※強度行動障害支援者養成研修（実践研修）修了者を配置している旨の届出をしてお

り、かつ、支援計画シート等を作成している場合に算定。ただし、強度行動障害を

有する者が利用していない場合は加算しない。 

※対象は、指定障害者支援施設が実施する生活介護事業を除く、指定生活介護事業

者。 



ロ （個人加算） １８０単位／日 

   ・強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者が実践研修修了者の作成し

た支援計画シート等に基づき、強度行動障害を有する者に対して個別の支援

を行った場合 

※強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）修了者１人あたりの利用者の数は５人が

限度。 

  ハ （個人加算） ７００単位／日 

   ・加算の開始日から起算して９０日以内の期間について、強度行動障害を有す

る者に対して、指定生活介護等の提供を行った場合。 

※ （４）に係る各加算については、拠点等の機能を「担う」・「担わない」で加算の算定

の可否を分けることはしない。 

 

（５）地域の体制づくりの機能の強化 

① 地域体制強化共同支援加算 ２，０００単位／回 

※拠点等事業所の相談支援専門員が、他の福祉サービス事業者と支援困難事例等につ

いての課題検討及び情報共有等を行い、地域課題を整理した上で協議会等に報告を

行った場合に算定。算定に当たっては、月に１回が限度。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

〒３７２－００５８ 

伊勢崎市西田町７１番地 

伊勢崎市福祉こども部障害者センター 

TEL ０２７０－７５－５５３０（直通） 

FAX ０２７０－７５－５５３１ 


